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百

：
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太

“

郁
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.

-

:

:
' 

、

:」

■:.

’

最
近
？

ィ
ム
ス(

I.

月
一
一i+
j
, 
H迄
：

)

の
記
事
^
據 

>

は
、
昨
夏
下
院
を
通
過
し
た
英
國
の
.選
擧
法
改
正
：案 

は

新

年

匆

：
々

上

院

に

附

議

せ

ら

れ

、
，
，
婦

人

に

駕

擧

權

を

與

る

條

項

の

饌

諡

に

警

蜜
S

P

出
た
け

れ
ど
何
れ
A
裏

せ

ら

れ

た

。
上
院
で
は
_

も

蕩
 

議
を
®
ね
つ
、
あ
.る
榄
樣
で
あ
つ
た
が
、
货
族
院
の
多 

數
が
大
戰
中
此
の
鋈
を
否
決
し
庶K
院
に
挑
戦
し
て 

擧
p I

致
を
«
る
の
别
な
る
'を
覺
悟
せ
る
こ
ビ
"明
&
な 

筋
士一

翁

(

四
七
七)

雜

錄
英
固
の
週
擧
法
改
正

' 

.る
以
上
同
案
の
通
過
は
最
早
疑
な
き
所
で
あ
る
。
或
は 

既
に
通
過
し
て
確
定
議
ミ
な.つ
で
.居
る
の
か
も
知
.れ
な 

S

け
れ
ど
、
求
だ
詳
報
に
接
し
な
い
か
，
6
.其
の
成
行
は 

'
判
明
せ
ぬ
。

. 

，

斧
顧
れ
ば
徵
擧
法
改
亚
問
题
は
、愛蘭自治法案及び 

\

ク

ュ
ー
ル
ス
國
敎
廢
止
法
案
ど
共
に
自
由
黨
政
府
の
三 

\

大
政
策
.
で

あ

、
つ

て

、

一

九

一

，
一

年

^

通

®
し
た
國
會
法 

\
,

即
ち
上
院
否
85
.:

權

制

限

法

は

其

實

此

の

三

大

問

題

を

解
 

|
,決
せ
む
が
爲
の
前
提
と
見
る
可
§

で

あ

つ

た

程

で

あ 

I
:

る
。
爾
後
歐
洲
大
戰
破
裂K
至
る
：迄
、
自
由
黨
政
府
は 

\

是
等
三
大
政
.策
遂
行
の®

、
" 

0

«
ま
し
き
.活
動
を
し
た 

'

こ
と
は
矛
た
世
人
の
記^-
に
新
た
な
る
如
く
で
あ
る
。

:愛
關
自
治
法
案
も
.ク
ェf

ル
ス
國
敎
.廢
it
法
案
も
大
K
 

前
兩
條
.を

醫

し

た

け

れ

ど(

醫
自
治
法
は
之
が
實 

施
に
.際
し
.て
故
障
を
生
じ
'、目
下
愛
蘭
自
治
協
議
龠
で 

審
镞
中
で
あ
る)

、
惟
ぅ
選
擧
法
改
正
案
の
み
は
、
決
議

: 

' :

七
a

:



' f 印

!

I

.
第

十

二

怨

{四
七
八)

，

雜

*

錄

•
英
阈
の
選
锻
法
吹

iH

を
風
な
が
つ
^
の
で
あ
る
-
所
於
苑
國
朝
辟
の
#

に
は 

大
戰
巾
«
國
' 一
致
の
«

#

に
，，乘

じ

て

、

各

政

黨

の

.

間
殊
：
 

に
自
餌
、
統
一
雨
黨
の
間
，の
騰
爭
問
題
と
な
つ
て.居

る

. 

多
年
の
懸
案
を
解
泥
し
や
ぅ

v

の
'«
見
一
致
し
て
、.
li
一
 

戦

後

此

種

間

題

の

決

定

せ

ら

れ

：
た

る

、

の

.

「

一
一
R

止

ま 

I

S

の

で

あ

る

が

、
.
‘
旣

に

事

實

上

確

定

せ

ら

れ

て

法
 

#

K
な
る
可
き
此
の
I選
擧
法
改
正
：案
は
、
蓋
し
其
中
の.: 

最
大
問
題
で
.あ
ら
ぅ
。.戰
後
英
國
0
社
會
が
谷
方
面
に\ 

於
て
免
例
な
る
®
革
を
蒙
る
可
き
や
は
豫
見
す
る
ご
ど
一 

出
來
な
い
け
れ
ど
、
：三
十
歲
以
上
の
婦
人
六
西
萬
人
に
，j 

選
擧
權
を
與
る
事
ビ
せ
る
新
選
擧
法
の
實
施
が
英
國
の

\ 

政
治
界
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
殊
に
極.め
て
大
な
る
も
の
, 

「

が
：あ
ら
ぅ
。ヾ

一
八
三
ニ
年
め
選
擧
法
で
、
紙
來
貴
族
地
：
 

-主
等
に
の
み
政
權
を
局
限
し
て
届
た
選
擧
權
を
中
等
階 

級

だ

る

商

：エ

業

祉

會

に

櫥

張

レ

、

：

其

後

iA:
4
ハ

七

年ノレ
 

l
i
A八
四
年
の
一
ー
囘
の
改
疋
：で
迦
擧
權
を
勢
磡
社
會
の
.

/. 

I. 

七
四
-

大
部
分
.に
與
.へ
^
る
以
ii
は「

當
然
沙
順
序
と
し
て、
. 

今

度
-«
擧
權
於
婦
A

K
賦
與
せ
ら
る
.
Vに
至
れ
る
こ
ミ
. 

敢
て
怪
む
に
足
り
な
い
。
然
し
元
來
保
守
主
義
な
る
英 

國
人
が
幾
多
の
it
齊
を
排
し
て
此
の
如
き
大
決
斷
に
出
：
 

:

で
た
る
は
、
畢
竟
大
戦
の
副
産
物
で
は
あ
る
け
れ

V
、

一
面
に
於
て
進
取
の
氣
象0
熾
む
な
る
ア
ン
グ
ロ 

• f 

•ク
ソ
ン
の
本
相
を發
：揮

し

て

居

る

。
‘
，

U

英
國
の
新
選
擧
法
案
を
說
明
す
る
に
先
ち
、
此
の
問 

題
の
由
來
を
槪
說
す
る
こ
と
が
必
喪
で
あ
ら
ぅ
。
第
十 

九
世
紀
中
、
英
國
は
三
度
選
擧
法
を
改
疋
し
た
け
れ
、ざ
、

一
八
八
四
年
の
改
正
に
繫
..る
現
選
擧
法
は
欧
米
に
於
け 

る
多
數
の
國
が
普
通
選
擧
制
を
採
用
せ
る
に
引
か
へ
、 

依
然
財
產
其
他
の
資
格
を
要
ず
る
制
限
的
の
も
の
で
あ 

る
。
是
れ
は
畢
竟
英
國
人
の
#
守
性
が
歷
史
上
の
阀
緣 

に
拘
泥
し
て
根
本
的
に
合
理
的
改
革
を
，行
は
し
め
な
か

I

つ
た
結
果
に
外
な
ら2
。
佘
は
讃
者
の
倦
怠5:
.恐
れ
て
、 

此
の
傾
®
な
る英
_
現
選
擧
制
度
の
大
要.を
®'
ぐ

る

に 

lh
め
や
ぅvj

思
ふ
。

先
づ
州
部(counties)

，

に
於
て
は
下
記
の
資
格
者
に 

選
寒
權
を
與
る
。(

一)

四
十
志
及
び
其
以
上
の
純
ギ
ぼ 

あ
る
相
續
茬
く
は
賣M
に
'依
る
自
凼
保
有
不
動
産
所
有 

者

(freeholder)。

费
し
其
の
自
ri
l
保
有
不
動
產(free-' 

hold) .

が
相
續
、
結
婚
、
屠
遺
、
：
僧
職
就
任

(

是
等
の
場
一 

合
ば
何
れ
も
四
十
志
の
純
年
收

)

，
に
依
る
に
非
る
ょ
り
一 

は
、
即

ち1

代
自
由
保
有(Freehold for life)

な
る
と 

き
は
"
純
年
收
五
磅
穴
る
を
要
す
。* ，
貝
に
依
る
自
由
：
. 

保
有
不
動
產
所
有
者
ば
七
月
十
五
&
以
前
六
ヶ
月
間
所
一 

有
者
た
る> |

と
^

®
す
。
；相
織
其
他
の
場
合.に
拟
所
.有
; 

の
時
則
を
要
せ
ず
。(

ニ)

.五
破
或
ば
五
磅
以
上
の
純
年., 

收
あ
，̂
公
«
に
»
る
^'
1 ;
.
^
所
有
^

'
(
c
o
p
y
H
O

'ser 
.0 

建
時
代
に
於
て
農
奴
た
ぅ
し
湛

)

。
兆
の
所
有
の
條
件
は 

第
十
二
湣(

四
七
加)

雜
.
錄
英
國
の
選
舉
法
吹
正

自
由
保
有
不
動
産
所
有
者
と
同
じ
。

(

三)
畏
期
借
地
人 

(leaseholder)。

五
#
若
く
ゆ
其
以
上
の
純
年
收
あ
る 

六
十
ヶ
年
ょ
り
少
な
か
ら
'ざ
る
借
地
人
。
若
し
ニ
十
ヶ 

年
以
上
六
十
ヶ
年
以
下
な
る
ビ
き
は
、
純
年
收
三
十
磅 

ノ
た
る
’を
®
す
。
賣
買
に
依
る
長
期
借
地
人
の
場
合
に
は 

七
月
十
五
日
以
前
十一1

ヶ
月
間
保
有
者
た
る
乙VJ

を
恶 

\

す
。
栩
續
其
他
め
場
合
に
.は
此11
の
期
限
を
®
せ
す)

|

次
|;
州
部
及
び
都
市
選
舉
區(

ヶ
8
0兵
1
1
5

)

に
於
て
は 

一
下
記
：の
資
格
«
に
選
*
*
.を
與
：る
。1(

一)

純
年
收
十
a
 

■

を
下
らw

る
土
地
の
所
有
#
若
く
は
借
地
人
。0

1
)

如 

何
な
る
住
家
た
る
を
問
は
ず
、
其
の
所
^
^
若
く
は
借 

地
人
。
住

家
0:
名
&
3*
^
-
1
1
0
5
6

)

.な
る
語
は
家
主
游
く
は 

其
の
借
家
人
に
.轉
貨
し
た
る
借
家
人
の
住
屐
せ
ざ.る
家
；
 

屋
を
謂
ふ
。
若
し
家
主
若
く
は
轉
貨A .
が
該
家
屋
に住

：： 

居
す
る
と
ぎ
は
其
借
家
人
は
借
家
人
に
_

ヤ
し
て
下
宿 

人(
l
o
d
g
e
r
)

な
ぅ
。(

三)

公
私
の
職
業
に
依
り
て
占
有

第
卧
號 

七
五
、



_,片. I , 1JI  i. i ifJMi.Pli m il i- i y，_，》r t n w w p w 卿_l
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第
十
ニ
..卷

s
A.
d :)

雜

錄

.英
國
の
環
象

；也 

(occup
a
t
i
o
n
)

す
る
住
家
。
但
し
此
の
場
合k
は
傭
者 

の
同
居
せ
ざ
る
こ
と
を
要
す
。
以
上
三
稀
の
資
格
者
の
. 

場
合
に
於
て
は
、
同.：j.

選
擧
區
內
に
し
て
■其
の
，期
間
.繼 

續
す
る
ビ
き
は
.必
中
し
も
同I

建
物
を
^
有
す
る
を
要 

せ
’ず
。
.

(

四)

純
年
收
十
破
の
室
内
造
作
躲
飾
な
き
下
宿

I 

人
。
以
上
占
有
の
總
て
の
場
合
を
通
じ
て
、
七
月
十' I 

:ロ
以
前
十 
一一

ヶ
月
間
占
有
の
.期
限
.を
要
す
。

選
擧
名
筂
の
作
成
は
グ
タ
•ス
ト
ル
之
に
當
る
の
で
あ
.'

•る
が
、
毎
年
、
偸
敦
及
び
ミ
ッ
、ド
；ル
セ
ッ
ク
ス
rc
て
は
王 

座
裁
^
所
舞
?
。
^

ohi6f Justice )

之

を

.5
命
し
：、
身 

| 

請

の

：
®

靡

區

で

は

巡

闾

裁

判

の

.

首
席
剑
事
之
を
任
命
す,. 

名
。
是
等
の\

タ
ス
ト
ル
は
邊
擧
名
筂
訂
芷
の
爲
各
地

|
 

(

を
巡
囘
し
選
舉
權
の
資
格
に
就
て
裁
定
す
る
の
で
あ
る 

が
、
若
じ
其
の
裁
剑
に
不
服
あ
る
激
は
控
新
の
途
も
開 

け
て
居
る
.。
是
等
選
擧
名
筂
R-
成
る
ベ
：く
&
鐵
の
人
を
： 

多
べ
證
せ
し
め
や
う
S
て
#
政

激

が

擊

ず

る
o.

要

'
.
I號
.
' 

■七
六

す
る
に
英
國
の
瑰
制
度
：で
は_
擧
鹜
格
は
#
良
の
^

^
 

ほ
侬
て
始
め
で
獲
#
せ
ら
る
V
の
で
^,Vo 

o

Hi 

.

以
上
は
現
選
靡
法
の
大
要■で
あ
る
。
.自
rl
l

m
政
府
は 

J

八
八
_
年
選
擧
法
改
1£
.を
遂
げ
た
翌
年
選
擧
區
劃
.の 

改
正
を
行
つ
左
が
、
間
も
な(
政
權
に
離
れ
て
、W
#

一
 

八

九

ニ

年

か

ら

同

九

¥
;
:

年
を
赊
き
、
殆
S
 |

十
年
間
政 

府
反
對
の
側
に
在
.つ
た
か
ら
、
社
會
の
變
動
に
半
ふ
て 

選
擧
祛
の
改
正
を
行
ふ
必
恶
を
認
め
た
に
も
拘
は
ら 

t 

.之
が
機
會
を
獲
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

一
九
〇
六 

年
0

*
歎
が
久
し
振
り
に
政.局
に
立
つ
.た
當
座は
0
し 

迫
つ
^
る
社
會
政
策
の
遂
行
と
か.埘
政
計
畫
0
實
施
7し 

か
、
國
會
法
、の
決
議
ミ
か
に«
ば
.し

，
く

、

選

擧

法

改

正
 

は
未
だ
英
國
政
，界
の
問
題
と*

4
の
運
び
に
至
ら
な
か 

つ
た
。
然
し
自
用
黛
政
府
が
其
の
經
綸
を
行
.ふ
一
大
障 

礙
た
.る
*
族
院
の
否
認
權
を
制
限
し
得
た
る
翌
年

(

一

I

j

I

九 

一
ニ
萍)

.
ア
ス
ク
.ィ
ス
內
閣
は
い
ょ
^

-
選

擧

法

改value)'

を
モ
ッ
ト
|
と
^
て
、
選
擧
«
を

j
人

1
M
に

制

L 

5H
案
そ
國
會
に
提
出
す
ゐ.
に
：
至

つ

た

：
0

是

れ

ょ

り

先

き

-

限

す

る

前

：
に
.
方

つ

て

.
選

擧

區

劃

の

改

班

を

行

は

ね

ば

不
 

ハ.ロ
ル
ド
。
べ

.-
1
ヵ
.
1は
同
年
春
所
謂
重
褪
投
葉
廢
止
公
平
で
あ
る
ヒ
叫
む
で
居
る

(

愛
賭
は
四
海
四 

案(

p〗

u
:a.V

音

g

«
1
1

)

全
施
民
院
'̂
提
出
し
た
け
れ
付
き

j

人

の

代

議

士

を

出

：せ

る

に

、

英

蘭

：
は

六

离

七

千
 

一 

r

、

委

員

會

に

附

記

せ

，ら

る

、

に

至

ら

ず

し

て

否

決

せ

.
1

人

.に

付

& 

I

人
の
割
で
あ
る

)

。仍
で
ア
ス
ク
ィ
ス
内

.1| 

:'
;
ら
れ
た
。
旣
に
述
べ
た
る

4

く

、

英

國

の

現

選

擧

法

は

：

は

七

月

選

擧

法

，
改

疋

案

h
c
F
i
c
M
s
e

 

I
 

n

o

w
 

1 
「

歷
史
的
產
物
で
あ
：つ
て
、i

的

論

成
f

れ
て
居 
一

1

$

院
に
提
出
し
た
。.此
の
案
？

度
の
改
I

 

j 

犮
レ
か
.ら
、
幾
多
0
異
例
が
あ
る
^
に
、
最
も
甚
だ
し
擧
法
の
骨
子
を
成
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
^
^
:
C 

| 

I

規
定
.の
财
產
を
所
有
ず
るS

一
 

人
で
.數

選

擧

區

を
--
«
ぶ
れ
ば
、(

一)

一
選
鐵
區
以
上
に
瓦
つ
て
登
錄
せ
 

一
 

に
S
つ
て
®

?
石
を
得
涂
で
あ
る
。英
國
の
簾
ら
れ
又
は

’投

響

ざ

る

事

、(

ニ)

雪

人

は

居

'生
及
び 

一
 

舉
は
全
'»
同
，̂
に
ゎ
ば
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
.变

通

機.
占有
の資
格を̂
る̂の
みで
其他
の刺
限な
く、
財

一
 

#
の
霊
せ
石
今
日
何
等
重
複
投
黑
に
差
支
は
な
い

o 

\

產
資
.格
は
全
く
廢
业
す
る
事
、(

.三)

居

住

.及

び

占

有

の 

j 

此
職
猶
多
く
の
貧
民
を
網
麗
す
る
德
由
黨
は
此
の®

®
 

、
時
沏
は
六
ヶ
月
の
迦
續
時
期
に
啦
る
事
、
其
他
へ
四

)

維

.1 

.

.恶
必
廢
止
を
公
約
L
て
.居
.る。ぶ自崖側の所來二年

一

囘繁名筂を作成し來办たるを響及一 

is『
一

入

I
g
y
o
n
e

 

m
a
n

 

one 

v
o
t
e
)

の
主
義
に
反
對
び
地
方
議
會
に
共
通
す
る
常
餘
の
名
筂
を
作
り
、
風
バ

 

一
 

し
て
ク
統
一
鐵
侧
は-『：i

.
5

』
，，(one 

I

:
 o

n
e

ジ
ス
ト
r
の
代
I

都
市
#
び
I

部
の
書
記
'
S

れ

I 

'.
.
P
3
3

) 

>
0 

:
0

观
國
の
-?
l
:^
g
吹
疋 

第

四

碑

七

七 

一
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四
八
5
 J

雜

錄

fl
<
!英
國
の
纖
锻
法
吹
芷

く
選
擧
名
筂
の
作
成
に
常
ぅ
、
選
擧
名
歡
R
異
議
あ
‘
 

る

莕

はRevision 

c
o
u
r
t
.:

の

代

り

州

裁

判

衍

に

申

立
っ
る

事
と
し
、

尙(

五)

英
國
に
梅
有
な
る
大
學
の
釋 

擧
權
は
廢
Jh
し(

'C
貴
族
は
投
絜
權
を
失
ふ
も
被
選
擧 

權
は
與
へ
ら
る
\
事
等
で
あ
っ
たc

此

の

法

案

が

.委

員

一
 

會
に
附
記
せ
ら
る
可
き
運.に
な
つ
た
と
き
、
種

0々
修
一 

JE
說

が

出

で

、

婦

人

に

選

*

權
を
與
へ
む
と
せ
ら
れ
たj 

の
.で
、
夫
れ
で
は
原
案
の
性
質
を
沒
却
す
る
も
の
で
あ

1 

る
、
婦
人
選
擧
權
の
事
は
別.個
の
案
に
具
體
す
可
き
もj 

の
で
あ
る
ビ
の
首
相
ァ
ス
ク
ィ
ス
：の
旨
を
受
け
た
る
議

| 

長
の
注
意
が
あ
っ
た
。
，此
の
如
き
事
情
の
下
に
ァ
ス
ク
,

ィ
.ス
は一

九

一

三
年 

一̂

一
ー
十
ご¥

政
府
は
0
M
S 

\ 

回
す
る
ビ
宣
言
し
た
。

：

婦
人
選
擧
權
.問
題
は
T

S
ぶ 

る
，や
ぅ
に
幾
多
の
滕
史
を
經
來
っ/2
4
の
で
办
る
か
、

ア
ス
タ
ィ
ス
自
#
婦
人
選
擧
權
夂
員
論
蒋
で
あ
づ
れ
の

.、
 

菌
號 

七
八 

泥
淆
し
た
な
ら
ば
紛
糾
に
紛
糾
を
加
へ
て
到
底
收
拾
す 

る
を
得
欢
い
と
見
て
、
'か
ぐ
は
同
案
を
撤
囘
し
た
の
で 

ぁ
る
。

、

一
九一

三
年
四
月
重
祓
投
禀
廢
止
法
案
は
又
も
提
出 

せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
總
迦
擧
執
行
中
に
は一
^1
ま
|£
以 

上
に
百
一
つ
て
國
會'の
選
擧
を
行
ひ
ヽ
若
く
は
選
擧
の
爲 

投

要

用

紙

を

請

求

し

て

は

な

.
&
ぬ

と

規

定

し

た

法

案

で
 

ぁ
つ
た
が
、
七

十一

栗
め
多
數
で
七
月
庶
民
院
を
通
過 

し
た
け
れ
ど
百
ニ
十
因
黑
の
多
數
で
貴
族
院
に
於
て
否 

決
せ
ら
れ
た
。

翌1

九1

四
年
四
月
重
祓
投
禀
廢
止
案
は
，又
も
庶
民 

院
に
提
出
せ
ら
れ
た
。
統
一
黨
の
ヒ
ユ
ー
ム
•ウ
ィ
ジ
ア 

ム
は
廢
案の
®
_を
！

g5I

し

て
此
の
政
府
案
は
$
祓
投 

票
て
.ふ
一
異
例
に
變
革
を加
ふ
る
の
み
で
、
然
も
.此
の 

如
§
は
政
府
黨の
■
か
ら
見
て
も
^
®

の
代
議
制
度
に

み
な
ら
ず
、
同
開
題
?:
:
ばT

般
の
選
»
法
改
正
問
題
、匕
，

.於
け
る
最
大
の
改
革
に
非
ず
と
論
じ
れ
。
殖
民
大H

H

ハ

丨
コ
ー
ト
は
辨
じ
て
日
く
、
選
擧
法
に
關
す
る
從
來
の 

.稲
々
の
法
案
は
貴
*

^

ビ
^

人

參

政

論

满

の

妨

害

に

遭
 

.ふ
て
何
れ
4
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
故
に
選
擧 

法
に
關
し
て
政
府
の
希
望
す
る
が
如
き1£
«
投
恶
廢
止 

以
外
の
改
軍
を
遂
行
す
可
き
機
會
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ニ 

る
。n

A

.

i

』

は
ブ
九
0
六
年
の
總
選
擧
以
來
自
由_ 

黨
選
煨
K
の
栗
求
で
あ
る
云
々
。
尙
同
大̂
は
統
一
黨j 

の
要
求
す
る
選
擧
區«
の
改
正
は
，.愛
蘭
自
治
案
に
.於
て
一 

乙
れ
を
遂
ぐ
る
乙
ビ
が
出
來
る
ヾ
し
附
言
し
れ
。
夫
れ
か
一 

.ら
商
務
院
總
裁
ラ
ン
レt'

X

は

此

の

重

複

投

襄

^

光

案 

に
：成
立
せ
む
か
、‘
政
府
は
反
對
黨
の
領
釉
と
協
商
じ 

て
選
擧
區
猶
改
正
萎
員
曾
を
設
立
す
る
意
嚮
あ
ぅV
K
. 

\ 

述
し
た
0
結
局
ニ
*

曾

は

四

月

二

十

七

日

.
ニ

百

四

十

七
 

■1
一
一
百
.
一
十
四
禀
の
多
數
を
以
て
通
過1.
た
。
三
讀
會 

に
於
て
も
政
府
侧
敗
何
處
迄
も
交
讓
の
態
度R .
出
て
反 

對
黛
の
主
張
に
繫
る『

|
禀
，ー
價』

の
方
策
に
就
て
協
商

,

猜
十
二
卷

.

(

四八三

)

雑
錄
英
國
の
選
舉
法
吹
正

せ
む
こ
ビ
を
辨
じ
た
け
れ
ど
、
統
一
黨
の
セ
シ
ル
卿
の 

如
.含
極
ヵ
政
府
を
攻
擊
し
穴
。
然
し
廢
案
の
動
議
は
六 

月
十
五
日
三
百
：こ
十
對
ー
一
西
四
十
ニ
黑
の
差
で
消
滅
し 

政
府
案
は
庶
民
院
を
通
過
し
た
。

,

か
く
て
貴
族
院
に
囘
送
せ
ら
れ
た
重
祓
投
恶
廢
此
案 

は
、
ク
ヅ
ュ
ー
卿
政
府
を
代
表
し
て
ニ
續
會
の
動
議
を 

提
出
し
た
0
統
一
«

の
貴
族
は
政
府
の
選
擧
區
劃
改
疋 

委
員
會
設
立
.の
®
東
の
賴
む
R
足
ら
ざ
る
乙
ビ
並
び
に 

重
.祓
投
黑
は
其
實
ー

一

黑
以
上
即
ち
住
所
と
職
業
の
事
務 

所
々
在
地
或
は
大
學0
外
行
は
れ
ざ
る
こ
ビ
を
述
べ 

て"

政
府
案
の
急
要
な
ら
ざ
る
旨
を
論
じ
、
結
局
：七
月
十 

五
日
四
十
九
對
百
十
九w
k、の
少
數
を
以
て
政
府
案
は
帝 

決
せ
ら
れ
た
。
當
時
愛
蘭
自
治
問
題
の
形
勢
險
惡
を
加 

へ
來
つ
た
の
で
、
此
案.の
否
決
は
餘
b
多
く
世
間
の
注 

意
を
惹
が
な
か
.つ
た
の
で
ぁ
る
。

四
：
，
' 

.

.

.
、

- 

I

m
.

七
九



猫
十
二
.怨

S八
！
！)

雜
：
，錄

芩

國

の

證

遠

正 

7チ
'1
®

1-
軟
'̂
る
か
擧
法
改
疋
ゅ
©

»

&も
.密
切
.'な
る 

關
係
が
あ
り
、
且
今
後
影
響
の
最

7
P
S

大
攻
る
は
婦
人 

選
靡
權
問
M
で
1

0
ジ
ョ
ン
•
ス
テ
ユ
ァI
ト
.
ミ
ル
は 

夙
^
婦
A
に
參
政
權
，を.與

：ふ

可

き

を

唱

道

し

，

.
一

八

六 

六
年
デ
ス
レ
リ
ィ
の
迦
擧
法
改
革
案
中
の3

3
と
あ
る 

を

p
e
r
s
o
n
s

ビ
修
正
し
て
婦
ム
に
選
擧
權
を
與
へ
む
ビ 

の
■
議
を
提
出
し
た
於
，
杏
決
せ
ら
れ
た
。
婦
人
參
政 

I權
の
H
fe
办
著
る
し
く
«
.氣
を
呈
す
る
.̂
座
つ
■た
の
は
'

,
一
九
〇
五
年
パ
ン
力.丨
ス
ト
母
子
が
首
喂
し
て
、
從
來
，
 

;の
；溫
和
な
る
派
|
£立
«
的
運
動
^
捨
セ 
> 
猛
烈
な
.る
暴 

カ
手
段
を
採
る
R
军
つ
/2
以
後
の
事
で
あ
る
。

一
九
一 

〇
年
七
月
婦
人
參
政
權
論
者
谷
派
の
偶
に
妥
協
せ'れ
’ら 

た
る
所
謂c

o
n
c

Biation B
i
l
l

國
會
に
衝
出
せ
ら
れ、
.

.「

九
©
對」

1

九
九
絮
の
多
數
で1.J

讀
會
を
通
過
し
た
け 

れ

，ど

全

院

萎

員

會

で

振

:m
s

'n
T

T
ク
た

。

：

同

案

に

據
 

れ

议

、
:
唯

だ

都

市

及

，
び
‘地

方

議

_

の

選

擧

權

を

旣

に

有

.
第
：四
號 

'
'

へ

八

〇
：

す
る
*
に
限
て
國
會
の
選

擧
.«
を
與

へ
ら
る
、
事V

J

せ 

ら
れ
、
隨
て
興
數
は
極
め
で
少
數
で
あ
つ
た
。
然
し
同 

論
者
は
一
度
®
隙
を
#
れ
ば
漸
々
^
割
込
む
で
遂
に
は 

火
に
婦
火
の
政
權
を
破.立
す
る
を
得
可
し
ど
で
、
之
に 

I

滿
足
し
た
の
で
あ
つ
た
が
不
举̂
も
斯
の
如
く
握
潰
3 

れ
て
了
つ
た
。
一
九

」

一
年
末
ァ
ス
ク

d
ス
が
一
般
選 

擧
法
改
正
案
提
出
の
意
嚮
が
あ
る.か
ら
、
婦
人
に
選
擧 

權
を
與
る
や
ぅ
是
れ
を
修
正
し
得
べ
し

VJ

宣
言
し
た
の 

で
•爾
人
參
政
論
者
は
叉
も
暴
行
を
§?
じ

て

|
氣
に
多
年 

の
目
的
を
遂
げ
む
^
圖
つ
た
け
れ
ど
、
未
だ
其
の
機
會 

が
到
着
せ
t
 .1

九
ロ
こ
年
の
修
芷
案
も

«1
_
の
如
く 

一
選
擧
法
改
正
の
原
案
が
撤
囘
せ
ら
れ
て
、
虻
蜂
取
ら
ず 

に
終
つ
穴
の
で
あ
る
。

:
1

九
1

1ー1年
の
終
に
臨
む
で
、
自
由
黨
在
宫
*

の
問 

に
次
囘
の
選
擧
法
改
疋
案
中
婦
人
選
擧1
を
.

M

括
せ
し 

.■め
1
ビ
の
目
的
.を
以
て
、
ft
^
.
V
J
マ
ン
チ
OC
.
ス
タ
ー
の

!

j兩
市
に
於
て
同
時
に
■協■

組
織
せ
ら
れ
た
。
兩
協
會 

は
：1

九

r

四
年
夏
合
同
を
遂
げ
た
の
で•
あ

る

が

、
，
其

h
 

^

數

多

の

0

5

黨

名

-±
を

綱

羅

し

て

.、

婦

人

參

政

權

問
 

«
が
い
ょ
^

-
實
際
：政
治
の
圈
內
に
入
 
>
 
つ
'
S
あ
る
乙 

と
が
！

S

明
せ
ら
れ
た
。
婦
人
選
擧
權
の
條
項
が今

度

のj 

改
正
案
f

i
含

せ

倉

、
に5

§

は
，、
此s

協
會 

の
カ
凤
つ
て
多
台
火
居
る
こ
ど
云
ふ
乞|な

、'o.1.

1

九

「

舉

八

月

五

日

め

開

響

共
£

人

囊

權

j 

を

目

的

と

す

墓

響

は

霧

を

中

，
^
し

V 

證

の

爲

遨

瘁

す

る

事

嘉

つ

た

。
各
協
會
の
事
務
處.

\

は
夫
れ
^

-

政

府

に

提

供

し

て

靡

®

の
用
に
充
て
ら
れI 

た
。
フ
ォ
ー

セ
ッ
ト
夫
人
を
首
渺ビ
す
る
穩
和
派
で
#
 

人
參
政
權
協
脅
ホ
の
最
大
圓
體
た
る
偸
敦
の

National 

u
i
n

の
建
物
の
如
き
は
、
現

に
:#
志
婦
人
の
登
^
、
分 

配
の
本
部
に
宛
て
ら
れ
、
今
迄0
巾
_
政
論
家
は
市
の
：

一
 

&
A
V
J*
並
む
で
國
家
の
爲
に
游
励
し
て居
る
。
其
他

第
十
二
怨
.(

四
八
五)

雜
、
錄

_
英
國
の
.
遝
礙
法
吹
疋

野

戰

舊

や

箭

の

救

馨

業

にL
T婦
A
參
政
權
論

者
の
關
係
甘
ざ
.る
.は
な
い
程
で
ぁ
る
。
開
戰
後
!(
3
も
贫 

く
政
府
は
婦
人
參
政
權
主
張
の
爲
亂
暴
し>1
:
禁
獄
せ
ら 

れ
た
者
を
悉
皆
特
赦
し
た。
、

g
H
t
a
n
t

 S
u
f
f
l
t
t
e
s

と 

呼
ば
れ
た
パ
ン
f

ス
ト
夫
人
一
派
即
ち
ミ
0

1
 

social 

I
 political U

n
i
o
n

の
婦
人
連
は
國
會
に
亂
人 

し
た
办
、
大
宫
を
襲
擊
し
た
ぅ
、
店
®
%
破
壤
し/2

A
 

し
て
最
も
警
察
官
を
手
古
磨
ら
し
た
連
中
で
、
監I) 

入
れ
ら
れ
て
も
絕
食
同
盟
を
し
て
役
鳴
に
厄
介
を
掛
け 

て
！
た
か
、■開
.戰
以
來
パ
ッ
タ
リ
亂
暴
を
止
め
：て«

6 

^
國
の
爲
活
動
し
，て
居
る
。
即
ち
ク
リ
ス
タ.ベ
ル
.•
。、y

 

/
丨
^
ト
孃
は
巴
里
の
逃
£;
先
か
ら
歸
'來
し
て
、
微
，典 

&
裳
»
說
の
爲
例
の
雄
緋
.を
振
ふ
_て
居
る
o
シ
ル
グ
ィ
ア 

パ
ン
力
ー
ス
ト
孃
は
偷
敦
の
貧
民
窟
ィ
丨
ス
ト
,
.;
ン 

ド
で
貧
窮
者
0
爲
無
代
同
櫞
で
食
縣
を.供

給

し

て
g 

る
。
先
&
に
散
冷
の
暴
行
を
演
じ
て、
‘ 

j

般
祉
會
か
ら

第

襲
.

八



(

四
八
六)

雜

錄

.
十

三

舒

'

蛇
蜗
視
せ
も
れ
て
居
た
婦
人
參
政
權
論
者
の
此
の
如
'き

國
：麵
に
對
す
.る
天
晴
れ
な
る
.態

度

：は

洽

ね

ぐ

樹

.
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